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 第１節 経過と現状                           

（１）経過 

本市は、平成１５年度に収支不均衡な状況となったため、同年８月に行財政再

建プログラムを策定し、その厳しい改革に取り組んだ結果、平成１８年度にはお

おむねその目的を達成し、危機的な状況を当面回避することができました｡ 

再建期間においては、全国的な平成の大合併の動きの中、平成１６年に北会津

村と、平成１７年には河東町と、それぞれ市町村合併を成し遂げ、現在の会津若

松市の形成を図ってきました｡ 

この２町村との合併を踏まえ、今後１０年間における新市としての一体化を進

め、将来にわたって持続的発展が可能な新市の基盤づくりを進めるため、新たに、

第６次長期総合計画「新生会津 未来創造」を平成１８年１２月に策定しました。

本市が持つ様々な特性や地域資源を最大限に活用した、魅力あるまちづくりのた

め、この計画に掲げる、まちづくりの基本理念・理想とする姿・基本目標の実現

に向けて、様々な政策に取り組んでいるところであります。 

 

（２）現状 

長期総合計画の実現のためには、その裏づけとなる安定した行財政基盤の確立

は不可欠でありますが、本市を取り巻く経済状況は依然厳しく、また、再建期間

終了後もいくつかの課題が懸念材料として残されております。 

まず、地方交付税改革や地方債制度改革をはじめとした国の地方税財政改革の

影響です。現時点では、「経済財政改革の基本方針 2007」においてその方向性は

示されているものの、平成 19 年度の普通交付税は、前年度と比較して大幅な減額

になるなど、先を見通すことが難しい状況が顕著となり、今後の動向には、さら

に注視していく必要があります。 

また、地方分権の進展に伴い、地方公共団体の行財政運営については、地域住

民への説明責任を果たすことが重要となっております。このため、６月に「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、連結赤字比率や将来負担比

率など新たな指標に基づいた地方財政の健全性が判断されることとなったため、

この法律の趣旨を踏まえた財政運営が求められるところであります。 

さらに本市の財政構造の課題として、一般財源が減少しているなかで、扶助費

および公債費が依然として高水準で推移すること、平成２１年度までが職員の退
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職のピーク期にあたることなどが挙げられます。 

このように、今後も歳入の大きな伸びを期待することができない一方で、少子

高齢化により扶助費が増加していく傾向にあり、安定的な行財政運営を継続して

いくためには、これまで以上に施策の重点化を図るとともに、事務事業の選択と

集中に努めていかなければなりません。 

 

【近年の決算状況】 百万円

15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 備考

1 市税 16,062 15,753 15,807 15,839 16,765

2 地方譲与税 577 859 1,111 1,540 617

3 地方消費税交付金 1,371 1,513 1,381 1,378 1,360

4 地方特例交付金 459 427 429 333 100

5 地方交付税 8,854 8,848 9,207 9,457 8,375

6 使用料及び手数料 930 934 877 783 774

7 国県支出金 6,311 6,178 6,563 6,585 6,870

8 財産収入 321 137 104 62 135

9 繰入金 1,316 2,194 959 1,047 686 16年度は庁舎整備基金繰入あり

10 繰越金 525 533 1,243 641 1,039

11 諸収入 1,433 1,527 1,493 1,155 1,084

12 市債 4,978 5,658 3,631 4,318 3,422

13 その他 982 958 957 965 962

歳入合計 44,119 45,519 43,762 44,103 42,189

1 人件費 9,269 8,454 8,459 8,533 8,158

2 物件費 5,283 5,543 4,578 4,338 4,646

3 扶助費 6,241 6,656 6,994 7,128 7,743

4 補助費等 4,833 4,755 5,082 4,510 4,824

5 公債費 6,021 8,056 5,815 5,858 5,902

6 繰出金 5,567 5,664 5,475 5,381 5,363

7 積立金 447 123 882 274 17

8 投資的経費 4,202 3,321 4,104 5,587 4,144

9 その他 1,631 1,704 1,732 1,455 1,392

歳出合計 43,494 44,276 43,121 43,064 42,189

収支 625 1,243 641 1,039 0

※１　旧北会津村、旧河東町合算

※２　１9年度は決算見込み額
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 第２節 基本方針                        

（１）中期財政見通しの位置付け 

今後の見通しが不透明な状況にあって、健全性を確保しながら、持続可能な財

政運営をしていくため、毎年中期財政見通しを作成・公表していくものであり、

今回は、平成１９年度決算見込みをベースとした、平成２０年度から平成２２年

度までの３ケ年の収支見通しを明らかにするものであります。 

 

（２）今後の方針 

市政運営にあたっては、市民の皆様の安全で安心した暮らしを第一に考え、そ

のうえで必要な事務事業を見極めていくことが重要であると考えております。 

このためには、安定的な行財政基盤の確立が必要となりますので、以下の事項

について、重点的に取り組んでいきます。 

 

◎重点的に取り組む事項 

(1) 新工業団地の整備に伴う新たな企業誘致や地元企業の新たな設備投資に

よる市税の増収を図ります｡ 

(2) 実質公債費比率の１８％未満への低減に向け、「公債費負担適正化計画」

に基づく取組みを推進し、市の負債全体の縮減を図ります。 

(3) 定員管理計画（平成１８年２月）に基づき、平成１７年１１月の職員数

1,147 人を平成２２年４月には 120 名、約 10.5％の削減を行い、それ以降に

ついても、抑制基調の定員管理を行っていきます。 

(4) 扶助費については、伸び率２％を基本にした将来推計並びに予算配分を継

続するとともに、健康増進施策の充実などにより、平成２２年度決算ベース

においては、前年度比の伸び率２％以下を目指します。 

(5) 新たな歳入の確保のため、広告ビジネスの導入を進めます。 

(6) 平成２０年度決算より、連結赤字比率や将来負担比率などの新たな指標に

よる財政健全化基準が適用となることから、これらの指標の内容を踏まえた

財政運営を行います。 

(7) 新たな公会計制度の導入として、資産・負債管理および費用管理の強化、

ならびに財務情報のわかりやすい公表に向け、貸借対照表、行政コスト計算

書など財務諸表の整備を図ります。 
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 第３節 中期財政見通し（平成 20 年度～平成 22 年度）          

 

第２節の基本方針を踏まえた、平成２０年度から平成２２年度までの中期財

政見通しをお示しします。 

 

百万円

20年度 21年度 22年度

1 市税 16,896 17,754 18,345

2 地方譲与税 617 617 617

3 地方消費税交付金 1,360 1,360 1,360

4 地方特例交付金 100 100 64

5 地方交付税 8,483 8,375 8,051

6 使用料及び手数料 774 774 774

7 国県支出金 6,983 7,041 7,334

8 財産収入 52 52 52

9 繰入金 711 354 647

10 繰越金 550 550 550

11 諸収入 1,061 1,061 1,061

12 市債 4,385 3,039 3,086

13 その他 955 955 955

歳入合計 42,927 42,032 42,896

1 人件費 8,206 8,077 7,510

2 物件費 4,436 4,524 4,524

3 扶助費 7,897 8,055 8,215

4 補助費等 4,589 4,587 5,316

5 公債費 5,972 5,848 5,687

6 繰出金 5,500 5,593 5,632

7 積立金 17 17 34

8 投資的経費 4,939 3,987 4,634

9 その他 1,371 1,344 1,344

歳出合計 42,927 42,032 42,896

※年度により基金繰入れによる財源調整を見込んでいるため、歳入歳出同額として推計する。

　なお、繰越金は前年度の執行率等により毎年度5億5千万円を見込む。

 

【推計方法】 

1.歳入 

○市税は、「日本経済の進路と戦略（平成 19 年１月）」で示されている、名目成長率の考

え方を基本に推計しています。 
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○地方交付税は、普通交付税における基準財政需要額を総務省の参考資料で示されている

伸び率を基に推計し、基準財政収入額を市税等の収入見込み額を勘案し、交付額を見込

んでいます。 

○国県支出金は、扶助費の増加分および合併特例事業による増減などを勘案して見込んで

います。 

○繰入金は、事業に伴う各種基金の繰入れのほか、年度により財政調整基金の繰入れを見

込んでいます。 

○市債のうち通常債は、債務負担行為による土地の買戻しや合併特例事業等による増減な

どを勘案しています。また、市債のうち臨時財政対策債は、毎年度一定額ずつ減額にな

るものと見込んでいます。 

○その他の歳入は、平成 19 年度決算見込み、又はこれまでと同様の考え方で見込んでい

ます。 

 

2.歳出 

○人件費は、毎年度の職員数の減のほか、退職手当の増減を勘案して見込んでいます。 

○扶助費は、伸び率を 2％の増加とする考え方で見込んでいます。 

○公債費は、これまでに発行した市債及び期間内に発行予定の市債の償還状況を推計して

見込んでいます。 

○繰出金のうち、市債償還のある特別会計はその増減を推計し、また、扶助費と同じ事業

内容の特別会計は、扶助費と同程度の伸び率を勘案し、見込んでいます。 

○投資的経費は、債務負担行為による土地の買戻しや合併特例事業等による増減などを勘

案して見込んでいます。 

○その他の歳出は、平成 19 年度決算見込みをベースに、各年度の増減要素を勘案して見

込んでいます。 
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会津若松市 財 務 部 財 政 課 

〒965-8601 会津若松市東栄町 3－46 

  ℡0242-39-1203（財政課直通） 

Ｅ-mail zaisei＠tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 


